
特例措置の適用のための手続き

売主から、物件所在地の市区町村へ確認書の交付申請

管轄税務署にて確定申告 ※確認書を提出

特例適用

市区町村が確認書を発行

■手続きの流れ

買主が購入した土地・建物を利用する意向があること
宅建業者が仲介を行う場合：宅建業者が買主に利用意向を確認し、

宅建業者・買主が署名した様式を提出
相対で取引を行う場合 ：買主が利用意向を記載し、署名した様式を提出

確認事項等 市区町村が（宅建業者等と連携して）確認を実施

譲渡された土地・建物が都市計画区域内にある低未利用土地等であること
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その他の確認事項
譲渡の年の１月１日において所有期間が５年を超えること
申請のあった土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地等につき、確認書を
当該申請者に交付した実績
土地が①市街化区域に所在する土地、②非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所
在する土地、③所有者不明土地対策計画を作成した自治体の都市計画区域内に所在する土地
に該当するか



手続き
の流れ

特例措置の適用のための自治体における手続き

売主から、物件所在地の市区
町村へ確認書の交付申請

管轄税務署にて確定申告
※確認書を提出 特例適用市区町村が宅建業者等

と連携して確認を実施
市区町村が確
認書を発行

低
未
利
用
土
地
等
で
あ
る
こ
と
の
確
認

○売主からの申請書

○売買契約書の写し

○以下のいずれかの書類
• 空き地・空き家バンクの登録を確認

できる書類

• 宅建業者による現況更地・空き
家・空き店舗の広告

• 電気、水道又はガスの使用中止日
が確認できる書類

• その他要件を満たすことを容易に認
めることができる書類

○申請があった土地等が都市計画区域内にあることを確認

○売主からの提出書類をもとに、以下のいずれかの方法で、低未利用地等であること
を確認

• 空き地・空き家バンクの登録の際に、更地、空き家、空き店舗であることを市区
町村の担当者又は市区町村と連携する宅建業者が確認していること。登録の
際に確認を行っていない場合は、市区町村の担当者又は市区町村と連携す
る宅建業者が現地調査により確認する。

• 宅建業者が現況更地・空き家・空き店舗の広告を出していることを確認する。

• 電気、水道又はガスの使用中止日が売買契約よりも１ヶ月以上前であること
を確認する。

• 上記の書類を提出できない場合は、以下のいずれかの方法等によっても確認
可とする。
・宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証
する旨を確認

・２方向以上からの写真と併せて現地調査やヒアリング等
により低未利用土地等であることを確認 等
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※農地の場合は、農業委員会による利用状況調査の結果、 現に耕作の目的に供されておらず引き続き耕作の目的に供されないと認められること等が

確認されていることによっても確認可能とする。

【確認事項】譲渡された土地・建物が都市計画区域内にある低未利用土地等であること



手続き
の流れ

特例措置の適用のための自治体における手続き

売主から、物件所在地の市区
町村へ確認書の交付申請

管轄税務署にて確定申告
※確認書を提出 特例適用市区町村が宅建業者等

と連携して確認を実施
市区町村が確
認書を発行

利
用
意
向
の
確
認

○買主による利用開始予定時期及び利用用途等を記した書類
（宅建業者が仲介した場合は宅建業者及び買主が署名、相対

取引の場合は買主が署名）

※ 上記の書類を提出できない場合に限り、宅地建物取引業者が譲渡後
に利用されていることを確認したことを証する書類でも可能とする。

必要事項がすべて記入されてい
ることを確認する。
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【確認事項】買主が購入した土地・建物を利用する意向があること

○譲渡の年の１月１日において、所有期間が５年を超え
ることを確認する。

○以下の事項について確認書に記載する。
① 申請のあった土地等と一筆であった土地からその年の

前年又は前々年に分筆された土地等の有無。
② ①が「有」の場合、当該分筆された土地等につき、確

認書を今回の申請者に交付した実績の有無。

そ
の
他
の
要
件
の
確
認
等

○申請のあった土地等に係る登記事項証明書

○以下、①、②又は③の土地に該当する場合は確認書にチェックをつける。
①市街化区域に所在する土地
②非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地
③所有者不明土地対策計画を作成した自治体の都市計画区域内に所在する土地に該当するか。


